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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

令
和
二
年
四

月
二
十
一
日

稲
城
市
大
字
矢

野
口
字
宿
千
四

十
二
番
二
、
千

四
十
三
番
一
及

び
同
番
二
の
各

一
部
並
び
に
千

四
十
二
番
二
地

先仮
換
地

五
十

四
街
区

稲
城

市
大
字
矢
野
口

字
榎
戸
千
三
百

三
十
三－

八

延
長一

二
・
一
九

幅
員

二
・
一
二

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
二
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

免
許
証
番
号

免
許
年

月
日

株
式
会
社

ク
リ
エ
イ

ト
ト
ゥ
ー

ワ
ン

代
表
取
締
役

熊
谷

真

練
馬
区
貫
井

一
丁
目
四
十

八
番
四
号

東
京
都
知
事

⑹
第
七
〇
八

一
七
号

平
成
二

十
八
年

十
一
月

二
十
六

日

株
式
会
社

コ
ヤ
ノ

代
表
取
締
役

櫻
井

敬
一

千
代
田
区
神

田
三
崎
町
二

丁
目
十
二
番

九
号

東
京
都
知
事

⒀
第
二
二
四

六
七
号

平
成
二

十
八
年

九
月
二

十
一
日

株
式
会
社

Ａ
・
Ｂ
パ

ー
ト
ナ
ー

ズ

代
表
取
締
役

坂
内

満

目
黒
区
下
目

黒
二
丁
目
二

十
一
番
二
十

四
号

東
京
都
知
事

⑶
第
八
六
九

一
二
号

平
成
二

十
八
年

十
二
月

十
五
日

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） ２

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教
育
委

員
会
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
命
免
」
を
「
指
名
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
教
育
長
が
命
免
」
を
「
公
印
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す

る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
事
故
が

あ
る
場
合
」
を
「
が
不
在
で
あ
る
と
き
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
公
印
は
」
を
「
公
印
管
理
者
は
、
公
印
を
」
に
、

「
収
納
し
」
を
「
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、
紛
失
及
び
不
適

正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
照
合
」
の
下
に
「
（
以
下
「
公
印
照
合
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
照
合
し
た
」
を
「
公
印

照
合
を
行
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
同
項
の
照
合
」
を
「
公
印
照
合
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
公
印
管
理
者
」
を
「
及
び
必
要
な
事
項
を
記
入

し
た
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
公
印
事
前
押
印
・
刷
り
込
み
文
書
等

処
理
簿
を
公
印
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
第
七
号

様
式
に
よ
る
」
を
「
事
前
押
印
を
し
た
文
書
等
を
施
錠
で
き
る
書
庫

等
に
お
い
て
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
」
に
改
め
、
「
事
前
押

印
を
し
た
文
書
等
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
回
付
し
」
を

「
引
き
渡
さ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
回
付
」
を
「
引
渡
し
」

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「回
付
部
数

」
を
「引

渡
し
部
数

」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

教
育
委
員
会
公
印
規
則
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に

残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
十
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

小
石
川
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス

文
京
区
春
日
二
丁
目
四
番
八
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ
く

ら
の
み
ち
紫
苑

大
田
区
矢
口
三
丁
目
十
一
番
三
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
里

大
田
区
東
糀
谷
一
丁
目
十
三
番
六
号

千
里

大
田
区
東
糀
谷
一
丁
目
十
三
番
六
号

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
練
馬
さ
く

ら
の
杜
ア
ネ
ッ
ク
ス

練
馬
区
土
支
田
二
丁
目
三
十
六
番
十

六
号

第
２
ハ
ト
ホ
ー
ム

清
瀬
市
梅
園
一
丁
目
三
番
三
十
二
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） ４
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17101号）東 京 都 公 報令和2年5月27日（水曜日）５



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） ６



（第17101号）東 京 都 公 報令和2年5月27日（水曜日）７

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） ８



（第17101号）東 京 都 公 報令和2年5月27日（水曜日）９

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） １０

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17101号）東 京 都 公 報令和2年5月27日（水曜日）１１



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） １２
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17101号）東 京 都 公 報令和2年5月27日（水曜日）１３

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ

Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
Ｗ
Ｏ

Ｉ

ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

二

代
表
者
の
氏
名

小
暮

真
久

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
六
番
三
十－

三
〇
八
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
十
三
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

二

代
表
者
の
氏
名

勝
村

務

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
向
丘
一
丁
目
三
番
一－

三
〇
一
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
四
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
九
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｈ
ｏ
ｐ
ｅ

ａ
ｎ
ｄ

Ｆ
ａ
ｉ
ｔ
ｈ

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

二

代
表
者
の
氏
名

福
井

誠

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
四
丁
目
十
番
二
十
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
四
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
九
日
ま
で

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
二

年
一
月

十
六
日

四
六
三
六

有
限
会
社

堀
田
工
業

江
戸
川
区
東

葛
西
六
丁
目

十
四
番
十－

二
〇
二
号

サ
ニ
ー
彦
田

江
戸
川
区
中

葛
西
八
丁
目

十
一
番
十
八

号

Ｔ
．
Ｋ

Ｕ
Ｎ
Ｉ
ビ
ル

一
階

同
年
一

月
三
十

一
日

二
二
七
七

三
晶
設
備

工
業
株
式

会
社

新
宿
区
新
宿

七
丁
目
十
三

番
三
号

セ

ン
ト
ラ
ル
ビ

ル
一
階

新
宿
区
新
宿

六
丁
目
二
十

番
四
号

カ

サ
デ
・
フ
ル

カ
ワ
二
〇
二

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
二

年
一
月

二
十
一

日

〇
五
六
五

横
河
東
亜

工
業
株
式

会
社

田
中

博
行

石
橋

正
文

同
日

〇
三
八
一

株
式
会
社

倉
持
工
業

倉
持

健
司

倉
持

雅
子

令
和
二

年
一
月

二
十
四

日

一
六
五
三

有
限
会
社

朝
日
設
備

工
業
所

髙
岸

純

髙
岸

正
一

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七



令和2年5月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17101号） １４
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
六
五
二

粕
谷
設
備

工
業

粕
谷

英
治

国
分
寺
市
高
木
町
三
丁

目
二
十
三
番
地
三
十
六

五
六
五
三

株
式
会
社

朝
日
冷
熱

工
業

中
村
建
二
郎

昭
島
市
朝
日
町
二
丁
目

一
番
八
号

五
六
五
四

Ｓ－

Ｐ
ｌ

ｕ
ｍ
ｂ
ｅ

ｒ

及
川

拓
紀

江
戸
川
区
松
島
二
丁
目

三
十
二
番
十
六
号

五
六
五
五

株
式
会
社

三
石
設
備

木
幡

泰
志

世
田
谷
区
三
軒
茶
屋
二

丁
目
三
十
九
番
八
号

松
本
荘
一
階

五
六
五
六

株
式
会
社

ア
ッ
プ
ラ

イ
ズ
東
京

営
業
所

原

由
美

立
川
市
一
番
町
六
丁
目

二
十
四
番
地
の
四
十
二

五
六
五
七

杉
本
設
備

株
式
会
社

杉
本
み
ゆ
き

西
東
京
市
緑
町
二
丁
目

十
八
番
六
号

二

指
定
年
月
日

令
和
二
年
二
月
十
二
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


